
空き家対策の推進体制

空き家対策を推進するためには、空き家の所有者だけでなく、空き家を取り巻く環境の整備が必要となるた

め、関係者との協働による取り組みを進めていきます。

【推進体制のイメージ図】

空き家対策の推進体制

多様化する空き家問題に対応するため、建設部都市計画課空き家対策室にワンストップ窓口を設置し、空き家

に関する相談を総合的に受け付けます。内容が多岐にわたる場合は、担当部署が連携し対応します。
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移住定住施策(空き家バンク等)に関すること うんなん暮らし推進課

防犯、防火に関すること くらし安全室

環境保全、一般廃棄物、景観に関すること 環境政策課

固定資産税、家屋台帳の管理に関すること 税 務 課

高齢者に関すること 長寿障がい福祉課

山林等に関すること 林業振興課

土地改良事業、農林道の維持管理に関すること 農地整備課

空き店舗に関すること、起業支援に関すること 商工振興課

道路等の管理(規制)に関すること 建設総務課

道路等の維持に関すること 建設工務課

住宅等の建築相談、建築行政全般に関すること 建築住宅課

通学路に関すること 学校教育課

農地に関すること 農業委員会

■ 改訂の目的 ■

平成２７年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）」が施行されたこ

とを契機に、本市では平成２９年３月に「雲南市空家等対策基本計画」を、令和３年に「第２次 雲南市

空き家対策基本計画（以下「第２次計画」という。）」を策定し、空き家対策に取り組んできました。

こうした中、令和５年６月に空家法が改正され、空き家対策をさらに進めるための新たな制度や仕組

みが創設されました。

令和７年度で第２次計画が計画年度を迎えること、また、今後も、既存の住宅等の老朽化や少子高齢

化の進行等に伴い、空き家の増加が予想される中、総合的な空き家対策をより一層加速させるため、

「第３次 雲南市空き家対策基本計画」を策定します。

■ 主なポイント ■

❶空き家になる前の事前対策の強化
持ち家を持つ高齢者世帯とその子世代に向け、空き家になる前に自宅等の将来について考えて

おくことの啓発（市報等）や、市の福祉部局等との連携強化（雲南市版エンディングノートの活用）を

進めるなど、空き家になる前の事前対策を引き続き実施します。

❷空き家利活用に関する支援の強化
雲南市総合計画に定める施策「どこでも安心して暮らせるまち」実現に向け、空き家を含む未利

用の地域資源の活用（空き家バンク、空き家情報マッチング制度、住宅除却後の住宅用地に対する

固定資産税の優遇措置など）を促進し、地域の活力維持に取り組みます。

また、空き家の利活用を通して移住定住促進や子育て世帯の住まい確保や子育て環境整備促進

に繋げます。

❸法改正を踏まえた管理不全空き家・特定空き家への対応
空家法改正で創設された管理不全空き家等（放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家）

を指導・勧告できる仕組みを活用し、早い段階での管理不全の解消を目指します。

❹新たな担い手との連携による体制・対策の強化
空家法改正で創設された「空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）制度」では、空き

家の活用や管理に取り組むNPOや民間事業者との連携による取組が可能となりました。

事業者・団体・ＮＰＯ等（支援法人含む）と連携し、空き家を中古住宅として流通させ、除却後の空

き家の跡地を活用するなど、専門的かつ幅広い分野での知識や技術による支援を行います。



 
 １　計画の目的と位置づけ ３　空き家対策の基本的な方針 4 空き家対策の基本施策

 （１）目的 

適切に管理されてない空き家に起因した問題を解決す

るため、所有者による空き家の適正管理や自発的な処分、

積極的な利活用などに関する施策を、総合的かつ計画的

に推進するため、第２次計画を改定し、第３次計画を策定

します。 
 

（２）位置づけ 

　空き家法第７条に規定する空家等対策計画 
　　 

（３）計画期間 

　令和８年度から令和１２年度までの５年間

空き家に関する 4 つの課題を解決するため、建物の状態を空

き家の発生前から危険な空き家までを 4 段階に分類し、それぞ

れの状態に応じた基本方針を定めて対策を進めます。 

 

雲南市の空き家対策は、 

所有者による適正管理と自発的な処分 

を促すため 

 

【基本方針１】　空き家になる前からの 

事前対策の推進 

により、住まいの将来を考え、 

 

【基本方針２】　利活用の促進  

により、空き家を活かしながら減少させ、 

 

【基本方針３】　適正管理の促進 

により、空き家を良好な状態に保ち、 

 

【基本方針４】　管理不全の解消  

により、危険な空き家の問題解決を図ることで 

 

「どこでも安心して暮らせるまち」 

を目指します。

 

建物の状態 基本方針 基本施策

空き家になる前からの事前対策の啓発

空き家になる前

（居住中）

▼

利活用に関する情報提供・支援

空き家の発生

▼

適正管理に関する情報提供

管理されていない

空き家

▼

空き家の除却等への支援

管理不全空き家・特定空き家の認定及び措置

危険な空き家

課題

➡

空き家問題は、危険な空き家を起因とした周辺への悪影響が大
半で、使わない空き家を放置することが、最大の原因となります。
良好な周辺環境を保全するため、所有者による自発的な除却（危
険空き家除却事業補助金の活用等）や危険箇所の補修を促し、管
理不全の解消を図ります。

➡
所有者による改善が図られず、周辺環境に影響を及ぼし、住民

生活に著しく支障をきたす場合は、管理不全空き家及び特定空
き家に認定し、法に基づく措置を行います。

空
き
家
の
増
加

➡ ➡

事
前
対
策
の
推
進

➡

住まいが、将来「空き家」になる可能性について、家庭内で話し
合い、その対策（相続・売却・解体など）を事前に決めておくこと
で、その後の維持管理等の負担は大きく変わります。維持管理さ
れない空き家は、時間の経過とともに建物が腐朽し、周辺環境に
悪影響を及ぼしトラブルの原因にもなります。
市では、雲南市版エンディングノート「未来へつなぐノート」の活

用等啓発することで、空き家になる前の状態から、家庭内で相続
に関する協議をすること促し、空き家問題の当事者意識醸成を図
ります。

進
ま
な
い
空
き
家
の
利
活
用

➡ ➡

利
活
用
の
促
進

➡

空き家は、有効に利活用できる地域資源です。利活用することで、有
効な土地利用が図られるとともに、管理不全な空き家の減少に繋がり
ます。

市では、空き家バンク制度や空き家情報マッチング制度、民間事業
者（空家等管理活用支援法人含む）による不動産流通を促し、積極的
な利活用の促進を図り、利活用を通して移住定住促進及び子育て世
帯の住まい確保や子育て環境整備促進に繋げます。

また、住宅除却後の住宅用地に対する固定資産税の優遇措置を設
け、空き家や低未利用建物の除却を推進し、移住者等向けの宅地創出
や、新たな用途としての再利用を促します。

維
持
管
理
の
問
題

➡ ➡

適
正
管
理
の
促
進

➡

使わない空き家を適切に管理しなければ、建物は急速に腐朽
し、周辺環境に悪影響を及ぼす危険な空き家になる可能性が高
まります。
市では、管理不全による危険な空き家にならないように啓発パ

ンフレットを所有者へ送付するなど、あらゆる機会を通じて所有
者による適正管理の促進を図ります。

危
険
な
空
き
家

➡ ➡

管
理
不
全
の
解
消

 
 ２　雲南市の空き家を取りまく現状と課題

 （１）現状 

国の令和5年住宅・土地統計調査によると、雲南市の住

宅総数は 14,640 戸で 5 年前と比べて 450 戸増加し、

空き家数は 1,660 戸で 260 戸増加しています。 

市では今後、令和 15 年までに空き家戸数が 490 戸増

加し、空き家率も 15％を超えるものと推計しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）課題 

　❶空き家の増加 

   使用されない空き家が今後も増加するものと推計さ

れる。 

　❷進まない空き家の利活用 

   利用活用可能な空き家が放置されている。 

　❸維持管理の問題 

   適切に管理されていない空き家が多数ある。 

　❹危険な空き家 
   適切に管理されなかった空き家は危険な空き家にな

るおそれがある。


